
 
 

 

 

 

  事 務 連 絡  

令和８年５月 14日 

各都道府県教育委員会特別支援教育担当課 

各指定都市教育委員会特別支援教育担当課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課  御中 

附属学校を置く各国立大学法人担当課 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の 

認定を受けた各地方公共団体担当課  

 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 

 

「病気療養中の児童生徒に対する ICTを活用した遠隔教育ハンドブック」の 

活用について（依頼） 

 

 平素より、特別支援教育の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、文部科学省では、疾病や障害により病院や自宅において療養中の児童生徒（以下

「病気療養児」という。）の学びを継続できるよう、病気療養児がＩＣＴを活用した学習活

動を行った際の出席扱いや成績評価の要件などをこれまで通知してきたところです。 

この度、病気療養児に対する学びの機会を一層充実させるため、これらの制度の概要や

実施のプロセスを具体的な自治体の事例も含めてわかりやすく紹介したハンドブックを作

成し、当省のホームページに掲載しました。 

今回作成したハンドブックにおいて、これまでに実施した調査研究の成果をもとに、学

校が病気療養児に対して遠隔教育を実施するに当たって事前に教育委員会が行うことなど

も示しているとおり、各学校の設置者による体制整備が必要となります。 

ついては、各都道府県・指定都市教育委員会特別支援教育担当課におかれては所管の学

校及び域内の市町村教育委員会に対して、各都道府県私立学校主管課及び構造改革特別区

域法第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の担当課におかれては所轄の学校及び学

校法人・学校設置会社に対して、附属学校を置く各国立大学法人担当課におかれては附属

学校に対して、周知を図るとともに、各学校において病気療養中の児童生徒に対するＩＣ

Ｔを活用した遠隔教育が実施されるよう特段の配慮をお願いします。 

  

ＵＲＬ：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/hattatu_00001.htm 

→ 今回、新たに「病気療養児に対する支援」のページを設けました。 

ハンドブックはこちらに様々な資料とともに掲載しています。 

病気療養児に対する出席扱いや成績評価の制度の概要や実施のプロセスを具体的な自治体の

事例も含めてわかりやすく紹介したハンドブックを当省ホームページに掲載したことの各学校

への周知とともに、各学校が病気療養児に対する遠隔教育実施に当たっての体制整備をその設

置者にお願いするものです。 

【本件担当】 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 

支援第一係 TEL 03-5253-4111（内線 3967） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/hattatu_00001.htm

